
　

1
9
8
9
年

の
消
費
税
導
入
以

来
、
社
会
保
険
診

療
報
酬
は
、
患
者

や
保
険
者
に
は
非

課
税
に
な
っ
て
消

費
税
が
徴
収
で
き
ず
、
医
療
機

関
が
仕
入
れ
に
要
し
た
消
費
税

額
は
本
来
最
終
消
費
者
で
な
い

医
療
機
関
が
負
担
し
て
い
る
。

日
本
医
師
会
や
保
団
連
、
病
院

団
体
は
以
前
か
ら
、
仕
入
れ
税

額
控
除
が
可
能
で
、
か
つ
患
者

負
担
を
増
や
さ
な
い
ゼ
ロ
税
率

を
主
張
し
て
き
た
。
国
は
消
費

税
額
相
当
分
は
診
療
報
酬
で
手

当
て
し
て
い
る
と
し
、
一
体
改

革
の
素
案
で
は
、
増
税
後
も
、

社
会
保
険
診
療
は
、
非
課
税
の

ま
ま
と
し
、
仕
入
れ
に
係
る
消

費
税
に
つ
い
て
は
診
療
報
酬
で

手
当
て
す
る
と
し
て
い
る
。
一

方
、
高
額
の
投
資
に
か
か
わ
る

消
費
税
負
担
に
関
し
て
は
新
た

に
一
定
の
基
準
を
設
け
た
上
で

何
ら
か
の
手
当
て
を
行
う
こ
と

を
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

　
厚
労
省
が
い
う
消
費
税
は
補

填
済
み
と
い
う
の
は
、
①

1
9
8
9
年
消
費
税
3
％
導

入
時
、
診
療
報
酬
に
医
療
費

ベ
ー
ス
で
0
・
11
％
、
薬
価
に

0
・
65
％
（
薬
価
ベ
ー
ス
で

2
・
4
％
）
計
0
・
76
％
、
②

1
9
9
7
年
消
費
税
3
％

↓
5
％
の
対
応
と
し
て
、
診
療

報
酬
に
0
・
32
％
、
薬
価
に

0
・
4
％
（
薬
価
ベ
ー
ス
で

1
・
4
％
）、
特
定
保
険
医
療

材
料
に
0
・
05
％
、
計
0
・
77

％
、
合
計
1
・
53
％
上
乗
せ
し

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
薬
価

と
特
定
保
険
医
療
材
料
へ
の
上

乗
せ
が
1
・
1
％
で
、
そ
の
後

薬
価
と
材
料
に
関
し
て
は
、
診

療
報
酬
改
定
時
に
、
市
場
実
勢

価
格
に
消
費
税
を
か
け
て
決
め

て
い
る
の
で
消
費
税
は
オ
ン
さ

れ
て
い
る
。

　
問
題
は
診
療
報
酬
本
体
に
上

乗
せ
し
た
と
い
う
0
・
43
％
で

あ
る
が
、
検
査
料
や
眼
処
置
、

耳
処
置
、
入
院
環
境
料
な
ど
36

項
目
だ
っ
た
。
中
に
は
な
く

な
っ
て
い
る
項
目
も
あ
る
が
、

6
月
に
ス
タ
ー
ト
す
る
中
医
協

の
「
医
療
機
関
の
消
費
税
負
担

に
関
す
る
分
科
会
」
で
検
証
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
民
主

党
の
「
社
会
保
障
と
税
の
抜
本

改
革
調
査
会
」
の
仙
谷
会
長
は

控
除
対
象
外
消
費
税
に
つ
い
て

「
診
療
報
酬
に
含
め
て
あ
る
と

か
い
う
、
い
か
が
わ
し
い
話
よ

り
も
、
は
っ
き
り
と
ゼ
ロ
税
率

に
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
で
返
し
て

い
く
ほ
う
が
良
い
」
と
述
べ
て

い
る
。

　
ゼ
ロ
税
率
採
用
の
場
合
、
上

乗
せ
分
の
1
・
53
％
は
返
上
と

い
う
話
に
な
り
、
そ
れ
を
懸
念

す
る
向
き
も
あ
る
が
、
1
・
1

％
は
薬
価
と
材
料
で
あ
り
、
残

り
の
0
・
43
％
分
も
検
証
さ
れ

た
分
だ
け
下
げ
れ
ば
よ
い
。
こ

診
療
報
酬
の
消
費
税

ゼ
ロ
税
率
の
採
用
を

　
こ
の
夏
の

電
力
不
足
を

人
質
に
大
飯

原
発
を
再
稼

働
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
福

島
で
の
東
京
電
力
が
引
き
起
こ

し
た
原
発
事
故
の
原
因
を
究
明

す
る
こ
と
な
く
再
稼
働
さ
せ
る

こ
と
は
問
題
が
大
き
い
▼
ま

た
、
再
稼
働
あ
り
き
で
進
め
て

い
く
国
の
姿
勢
も
問
題
が
あ

る
。
原
発
の
安
全
性
の
問
題
か

ら
、
い
つ
の
間
に
か
経
済
の
問

題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
▼
原
発
の
地
元
で
は
、

安
全
性
や
経
済
、
雇
用
な
ど
様

々
な
問
題
で
複
雑
な
気
持
ち
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

原
発
を
廃
炉
に
す
る
こ
と
で
、

雇
用
は
本
当
に
な
く
な
る
の
だ

ろ
う
か
？　
廃
炉
に
は
、
今
後

50
年
以
上
も
の
長
い
年
月
が
か

か
り
、
今
以
上
に
雇
用
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
廃
炉

す
る
の
に
は
新
し
い
技
術
の
開

発
も
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
新
し
い
技
術
開
発
を

行
う
こ
と
で
経
済
、
産
業
の
改

善
、
発
展
が
図
れ
な
い
の
だ
ろ

う
か
▼
現
在
、
世
界
は
核
兵
器

廃
絶
に
向
か
い
少
し
ず
つ
で
は

あ
る
が
前
進
し
て
い
る
。
全
世

界
に
約
2
万
発
と
い
う
核
弾
頭

が
あ
る
。
原
発
を
廃
炉
に
し
、

核
を
安
全
に
処
理
で
き
る
方
法

が
開
発
さ
れ
る
な
ら
、
廃
炉
だ

け
で
な
く
、
核
兵
器
廃
絶
に
も

役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
ヒ
ロ
シ

マ
、ナ
ガ
サ
キ
、ビ
キ
ニ
、そ
し

て
フ
ク
シ
マ
。
4
度
に
わ
た
る

ヒ
バ
ク
を
経
験
し
た
日
本
だ
か

ら
こ
そ
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

8
月
に
は
原
水
爆
禁
止
世
界
大

会
が
広
島
で
開
催
さ
れ
る
。
原

発
の
再
稼
働
の
問
題
、
核
兵
器

廃
絶
、
い
ず
れ
も
今
年
の
夏
が

大
き
な
山
場
と
な
る
。 

（
治
）

う
し
て
薬
価
を
中
心
に
い
っ
た

ん
診
療
報
酬
を
下
げ
て
、
消
費

税
が
診
療
報
酬
に
オ
ン
し
て
い

な
い
姿
に
し
て
、
そ
の
後
消
費

税
が
5
％
で
あ
れ
8

－

10
％

で
あ
れ
、
医
療
機
関
が
支
払
っ

た
消
費
税
は
控
除
可
能
に
す
れ

ば
よ
い
。
医
療
機
関
の
規
模
等

に
よ
り
仕
入
れ
に
か
か
る
消
費

税
は
異
な
り
、
診
療
報
酬
で
補

填
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ

る
。
1
・
53
％
問
題
に
決
着
を

つ
け
て
か
ら
、
医
療
機
関
に

と
っ
て
消
費
税
が
損
税
に
な
ら

な
い
形
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

　
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に

関
す
る
修
正
協
議
が
、
民
主
・

自
民
・
公
明
の
間
で
6
月
8
日

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
の

間
、
消
費
税
増
税
法
案
の
今
国

会
成
立
を
め
ぐ
り
、
与
党
・
民

主
と
野
党
・
自
公
の
攻
防
が
続

い
て
き
た
。
し
か
し
、
も
と
も

と
民
自
両
党
は
消
費
税
増
税
に

つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
修

正
協
議
入
り
が
事
実
上
、
消
費

税
増
税
法
案
成
立
へ
の
一
歩
と

な
る
こ
と
は
必
至
で
あ
ろ
う
。

高
齢
者
医
療
が
焦
点
に

　
報
道
で
は
、
自
民
党
側
が
社

会
保
障
部
分
の
対
案
と
し
て
ま

と
め
た
「
社
会
保
障
改
革
基
本

法
案
」
骨
子
に
関
し
、
丸
の
み

す
る
よ
う
要
請
。
こ
れ
に
対

し
、
民
主
党
側
は
「
協
議
で
は

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
書
い
て
あ
る

主
張
を
さ
せ
て
も
ら
う
」
と
述

べ
た
と
い
う
。

　
修
正
協
議
で
焦
点
と
な
る
懸

案
の
一
つ
が
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
廃
止
で
あ
る
。
民
主

党
は
政
権
公
約
で
廃
止
を
宣
言

し
、
そ
れ
が
政
権
交
代
の
最
大

の
原
動
力
と
な
っ
た
経
過
が
あ

る
。
民
主
党
は
厚
生
労
働
部
門

会
議
で
「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
を
廃
止
し
、
75
歳
以
上
の
方

に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
等
の

措
置
を
講
じ
る
」
と
す
る
見
直

し
案
を
5
月
31
日
に
と
り
ま
と

め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
自
民
党

の
対
案
は
、「
現
行
の
制
度
を

基
本
」
と
明
記
し
て
お
り
、
こ

れ
を
丸
の
み
さ
せ
る
こ
と
で
、

こ
と
ご
と
く
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を

守
る
こ
と
の
で
き
な
い
民
主
党

を
国
民
に
印
象
づ
け
よ
う
と
の

ね
ら
い
も
見
受
け
ら
れ
る
。

「
国
民
会
議
」設
置
に
懸
念

　
さ
ら
に
今
回
の
修
正
協
議

は
、
わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度

の
将
来
像
に
か
か
わ
る
問
題
を

含
ん
で
い
る
。
自
民
党
の
対
案

で
は
「
社
会
保
障
制
度
改
革
国

民
会
議
」
の
設
置
が
提
起
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
提
案
に
つ
い

て
、
民
主
党
側
か
ら
も
、
今
回

自
民
か
ら
出
さ
れ
た
対
案
は
、

「
修
正
協
議
で
議
論
す
る
の
で

な
く
自
民
の
提
案
す
る
国
民
会

議
で
議
論
す
べ
き
だ
」
と
い
う

言
い
方
で
、
設
置
に
積
極
的
な

意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
社
会
保
障
が
実
質
的
大
連
立

の
の
り
し
ろ
に
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
指
す
。
さ
ら

に
、
政
府
の
社
会
保
障
・
税
一

体
改
革
大
綱
に
お
け
る
社
会
保

障
改
革
プ
ラ
ン
と
自
民
党
対
案

は
、
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て

も
、
根
本
的
に
は
同
じ
理
念
・

方
向
性
に
貫
か
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
ど
ち
ら
を
と
っ
て
も

社
会
保
障
拡
充
で
国
民
の
生
命

や
健
康
を
守
る
提
案
は
皆
無

で
、
す
べ
て
社
会
保
障
費
用
の

抑
制
策
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
提
案
し
か
生
み
出
せ
な
い

与
野
党
の
実
情
で
は
、
も
し
国

民
会
議
が
設
置
さ
れ
た
と
し
て

も
、
従
来
の
新
自
由
主
義
・
構

造
改
革
路
線
に
よ
る
社
会
保
障

改
革
方
針
は
転
換
さ
れ
ず
、
む

し
ろ
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
「
改

革
案
」
が
、
生
み
出
さ
れ
る
ば

か
り
で
あ
る
。

　
協
会
は
、
こ
の
事
態
を
重
く

受
け
止
め
、
6
月
8
日
に
垣
田

副
理
事
長
が
「
政
府
案
と
自
民

党
案
し
か
選
択
肢
が
な
い
の
は

国
民
的
不
幸
だ
」
と
指
摘
す
る

談
話
（
3
面
に
全
文
掲
載
）
を

発
表
し
、
関
係
す
る
す
べ
て
の

議
員
に
送
付
し
た
。

　
一
方
で
ま
だ
ま
だ
復
旧
の
め

ど
が
立
た
な
い
被
災
地
の
実
態

も
あ
る
。
政
府
や
野
党
・
自
民

党
の
進
め
る
社
会
保
障
原
則
を

ね
じ
ま
げ
る
論
議
に
は
怒
り
を

禁
じ
え
な
い
。

　
消
費
税
増
税
を
含
む
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
関
連
法
案
の
審
議
が
大
詰
め
を
迎
え
た
6

月
7
日
、
協
会
は
「
消
費
税
の

増
税
を
中
止
し
、
医
療
へ

の
『
ゼ
ロ
税
率
』
を
求
め

る
要
望
」
の
会
員
要
請
署

名
を
提
出
。
署
名
総
数
は

2
8
7
筆
と
な
っ
た
。

野
田
首
相
、
安
住
財
務
大

臣
、
小
宮
山
厚
労
大
臣
に

は
保
団
連
を
通
じ
て
提
出

し
、
地
元
選
出
国
会
議
員

20
人
に
は
郵
送
に
て
届
け

た
。

消
費
税
増
税
中
止
求
め
会
員
署
名

首
相
、財
務・厚
労
相
、地
元
国
会
議
員
に
提
出

社会保障・税一体改革で与野党「修正協議」

両案とも受け入れ難し

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員
諸

氏
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た

い
。

　
な
お
、
自
民
党
総
裁
の
谷
垣

衆
院
議
員
か
ら
は
、
党
の
役
職

に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
受
け

取
れ
な
い
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。

　
以
下
に
要
請
署
名
に
記
載
さ

れ
た
会
員
の
切
実
な
声
を
抜
粋

し
て
紹
介
す
る
。

＊
医
療
機
関
の
損
税
に
つ
い
て

は
厚
労
省
も
問
題
視
し
て
い
る

中
で
、
ま
た
診
療
報
酬
に
上
乗

せ
す
る
誤
っ
た
手
法
が
選
択
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
医
療
界

を
ど
こ
ま
で
愚
弄
す
れ
ば
気
が

す
む
の
か
。
ス
ト
を
や
る
く
ら

い
の
気
構
え
で
対
応
し
な
い
と

い
つ
ま
で
も
馬
鹿
を
み
る
。
早

急
に
ゼ
ロ
税
率
の
適
用
を
!!

＊
受
診
抑
制
の
な
い
国
家
を
め

ざ
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
消

費
税
増
税
は
中
止
を
強
く
要
望

い
た
し
ま
す
。

＊
消
費
税
は
弱
い
者
い
じ
め
の

税
で
あ
り
、
国
民
の
貧
困
を
増

大
さ
せ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
消

費
税
で
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ

る
と
い
う
論
法
は
大
き
な
ま
や

か
し
で
す
。
税
は
大
企
業
な
ど

と
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
と
る
の
が

世
界
の
趨
勢
で
す
。
消
費
税
の

増
税
中
止
を
。

＊
消
費
税
率
を
上
げ
る
よ
り
、

景
気
を
良
く
し
て
経
済
が
活
性

化
さ
れ
、
税
金
が
増
収
さ
れ
る

こ
と
を
切
望
し
ま
す
。

＊
①
消
費
税
の
増
税
は
断
固
反

対
で
す
。
②
診
療
報
酬
へ
の
消

費
税
も
反
対
！
で
す
。
勤
務
医

の
サ
ラ
リ
ー
を
医
院
に
入
れ
て

い
る
の
で
、
毎
日
い
つ
廃
院
に

し
よ
う
か
と
思
う
毎
日
で
す
。

協会
談話

消
費
税
増
税
の
中
止
を
求
め
る
会
員
署
名
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主な内容
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精
神
科 

　
岩
瀬 

則
文

皮
膚
科 

理
事
　
山
田 

一
雄

不明瞭な基準設定で混乱
初診日の通院・在宅精神療法

皮膚科医療の正当な評価を
新たな治療法の保険適用もなく

　
今
回
改
定
の
特
徴
は
、
精
神

科
救
急
、
身
体
合
併
症
、
認
知

症
な
ど
に
つ
い
て
精
神
科
と
そ

の
他
の
診
療
科
と
の
連
携
を
よ

り
促
進
す
る
方
向
で
新
設
や
増

点
が
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
前

回
の
改
定
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
も

の
で
あ
る
。
背
景
に
は
、
認
知

症
が
増
加
し
て
い
て
、
ま
た
う

つ
病
や
思
春
期
の
患
者
な
ど

が
、
一
般
医
療
と
重
な
り
合
う

こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
、
む
し

ろ
今
ま
で
精
神
科
は
他
科
か
ら

隔
絶
さ
れ
て
き
た
印
象
が
あ
る

の
で
、
連
携
は
今
後
も
ま
す
ま

す
大
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ

の
方
向
性
は
評
価
し
た
い
。

　
精
神
科
リ
エ
ゾ
ン
チ
ー
ム
加

算
が
新
設
さ
れ
た
の
で
、
総
合

病
院
で
の
活
動
が
期
待
さ
れ
る
。

　
認
知
症
で
は
、
初
期
の
診

断
・
管
理
・
指
導
で
連
携
を
促

し
、
在
宅
で
問
題
行
動
を
起
こ

し
た
時
に
必
要
と
な
る
短
期
の

入
院
料
が
増
点
さ
れ
、
夜
間
対

応
加
算
、
夜
間
ケ
ア
加
算
が
新

設
さ
れ
る
な
ど
、
幅
広
く
評
価

さ
れ
た
。

　
さ
て
大
き
な
混
乱
を
来
た
し

た
項
目
は
、
初
診
日
の
通
院
・

在
宅
精
神
療
法
の
算
定
要
件
で

あ
る
。
地
域
の
精
神
科
救
急
医

療
体
制
の
確
保
に
協
力
等
を

行
っ
て
い
る
精
神
保
健
指
定
医

　
今
回
の
改
定
で
は
、
目
立
っ

た
新
た
な
治
療
法
が
保
険
診
療

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
ま
た
、
処
置
や
検
査

に
お
い
て
増
減
点
は
あ
っ
た
も

の
の
、
皮
膚
科
診
療
所
に
と
っ

て
は
、
全
体
と
し
て
あ
ま
り
変

化
の
な
い
改
定
内
容
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
以
下
、
点
数
の

細
部
を
見
て
い
き
た
い
。

　
処
置
に
お
い
て
は
、
い
ぼ
焼

灼
法
・
い
ぼ
冷
凍
凝
固
法
が
前

回
改
定
で
不
当
に
も
10
点
下

が
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
な

り
に
手
間
の
か
か
る
処
置
で
あ

り
、
多
数
個
の
場
合
に
は
、
そ

れ
に
見
合
う
点
数
の
改
善
を
希

望
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
皮

膚
科
光
線
療
法
で
は
、
中
波
紫

外
線
療
法
が
10
点
引
き
下
げ
ら

れ
た
。
ま
た
、
皮
膚
レ
ー
ザ
ー

は
5
0
0
点
か
ら
2
0
0
点
増

点
、
こ
れ
以
外
は
1
0
0
点
減

点
と
な
っ
た
。
唐
突
に
出
て
き

た
こ
の
規
定
は
、
基
準
が
不
明

瞭
で
、
し
か
も
時
間
外
、
休
日

又
は
深
夜
の
診
療
協
力
や
オ
ン

コ
ー
ル
な
ど
診
療
所
に
と
っ
て

は
ハ
ー
ド
ル
が
あ
ま
り
に
も
高

い
項
目
が
並
ん
で
い
る
。
診
療

所
の
医
療
が
軽
視
さ
れ
て
い
る

の
で
は
と
思
っ
て
し
ま
う
。
さ

ら
に
精
神
科
病
院
に
勤
務
す
る

医
師
で
も
算
定
で
き
に
く
く

な
っ
て
い
て
、
こ
う
な
る
と
実

質
減
点
で
い
っ
た
い
何
の
た
め

な
の
か
釈
然
と
し
な
い
。
同
等

の
専
門
的
治
療
に
対
し
て
恣
意

的
に
格
差
を
つ
け
る
根
拠
も
説

　
協
会
は
『
新
点
数
・
介
護

報
酬
Q
＆
A
』（
保
団
連
発

行
）を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
第

3
次
新
点
数
説
明
会
を
4
月

26
日
に
京
都
市
と
舞
鶴
市
に

て
開
催
。
あ
わ
せ
て
4
3
7

人
が
参
加
し
た
。
説
明
会

は
、
改
定
後
初
め
て
の
レ
セ

プ
ト
提
出
を
前
に
、
保
団
連

発
行
の
『
新
点
数
・
介
護
報

酬
Q
＆
A
』
を
使
い
、
点

数
算
定
の
解
釈
を
説
明
、
レ

セ
プ
ト
の
記
載
要
領
な
ど
も

解
説
し
た
。

　
な
お
、『
Q
＆
A
』
発
行

以
降
に
厚
生
労
働
省
か
ら
発

出
さ
れ
た
疑
義
解
釈
な
ど

は
、『
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
』

5
月
号
（
5
月
25
日
発
行

済
）・
6
月
号
（
6
月
25
日

発
行
予
定
）
に
掲
載
し
て
い

る
の
で
、
ご
確
認
い
た
だ
き

た
い
。
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算
定
の
解
釈
・
記
載
要
領
を
解
説

第
3
次
新
点
数
説
明
会
開
く

た
が
、
Ｑ
ス
イ
ッ
チ
付
レ
ー

ザ
ー
照
射
療
法
は
照
射
部
位
の

面
積
に
よ
り
内
訳
が
細
分
化
さ

れ
、
16
㎠
未
満
で
は
引
き
下
げ

ら
れ
た
が
、
16
㎠
以
上
で
は
点

数
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
面
積
の

広
い
部
分
に
つ
い
て
は
一
定
評

価
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
新
設

さ
れ
た
稗
粒
腫
摘
除
で
は
10
カ

所
未
満
74
点
、
10
カ
所
以
上
1

4
8
点
と
さ
れ
、
面
皰
圧
出
法

の
49
点
と
比
べ
る
と
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
。

　
皮
膚
科
の
手
術
に
お
い
て

は
、
部
位
が
露
出
部
で
あ
る
こ

と
も
多
い
が
、
今
回
、
露
出
部

の
定
義
に
お
い
て
「
足
底
部
を

除
く
」
が
削
除
さ
れ
た
こ
と

で
、
足
底
部
に
つ
い
て
も
真
皮

縫
合
加
算
の
算
定
が
可
能
と

な
っ
た
。

　
検
査
で
は
、
細
菌
顕
微
鏡
検

査
が
10
点
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

ウ
イ
ル
ス
抗
体
価
と
ア
レ
ル
ゲ

ン
刺
激
性
遊
離
ヒ
ス
タ
ミ
ン
が

減
点
さ
れ
た
。
ま
た
パ
ッ
チ
テ

ス
ト
や
ス
ク
ラ
ッ
チ
テ
ス
ト
の

点
数
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
皮
膚
科
外
来
で
行
う
こ
と

が
多
い
検
査
で
あ
り
、
検
査
の

講　師　国立病院機構　京都医療センター
　　　　　　　　　　診療部長　田上 哲也 氏
日　時　７月28日（土）午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会・会議室
共　催　京都府保険医協会　あすか製薬株式会社
　　※参加は無料、事前申込は不要です。
　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。

＜田上先生からのメッセージ＞　甲状腺疾患について一般医家の方々に知って
いただきたい理由はいくつかあります。第一に、首が腫れてきたと言って来ら
れる方は別にして、甲状腺機能亢進症や低下症の症状は不定愁訴に近いものが
多く、甲状腺疾患を疑わないと見逃してしまう可能性が低くないこと。原因が
わからず長年放置されていたり、他の疾患に間違われて治療されていたりしま
す。第二に、一般血液検査の項目には甲状腺ホルモンは含まれていませんが、
甲状腺機能異常を疑うヒントが隠れていることが少なくないこと。第三に、甲
状腺ホルモンを測定さえすれば一目瞭然になること。第四に、甲状腺疾患の頻
度はおよそ15人に１人と意外に高く、一般外来で遭遇するのは必至であるこ
とです。本講演では臨床医と支払基金審査委員の立場から「査定されない甲状
腺疾患の診かた」についてわかりやすくお話したいと思います。

第645回社会保険研究会
「甲状腺疾患の診かた、考えかた」

手
間
や
検
査
薬
の
ロ
ス
な
ど
を

考
え
る
と
も
う
少
し
評
価
さ
れ

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　
今
後
は
、
こ
れ
ま
で
引
き
下

げ
ら
れ
た
点
数
を
元
に
戻
す
な

ど
、
皮
膚
科
医
療
の
正
当
な
評

価
を
望
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。　

ガイドラインと
保険診療をふまえた

京都市会場のもよう

京
都
精
神
科
医
会
理
事

　京都府保険医協会、保団連は2012年４月の診療報酬・
介護報酬改定に対応した書籍を発行しています。①～⑤
は会員には１冊無料で送付しておりますが、追加希望の
方はお申込み下さい。
　⑥は希望会員のみ１冊無料で送付しますので、お申込
み下さい。なお、 数に限りがありますので、お早めに。 

「2012年度改定関連書籍」
発行のご案内 好評発売中 !

5
5
0
0
円

3
0
0
0
円
（
送
料
込
）

4
5
0
0
円

※ 【
薬
価
基
準
】と【
薬
効
別 

薬
価
表
】

を
1
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

2
0
0
円

1
5
0
0
円
（
送
料
込
）

3
7
8
0
円
（
送
料
込
）

① 薬効別 薬価表付 薬価基準
（効能・用法・禁忌）

③ 点数表改定の
ポイント

⑤社会保険診療提要

②診療所向け（入院外）
　常用点数表

④ 新点数・介護報酬Q＆A 
レセプトの記載

⑥介護報酬便覧

介護報酬
改定関連冊子
も充実!!

明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

な
案
を
堂
々
と
提
出
さ
れ
る

と
、
今
後
の
厚
労
省
が
実
施
す

る
改
定
に
対
し
て
危
惧
を
抱
い

て
し
ま
う
。

照
射
療
法
で
は
、
色
素
レ
ー

ザ
ー
照
射
療
法
は
変
更
な
か
っ
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　一体改革に関する自公の修正協議開始にあたり、京都府保険医協会は６月８日、自由民主党が
５月29日に公表した「社会保障制度改革基本法案（仮称）骨子（案）」に関し、以下の談話を発表した。

　現在、政府与党・民主党と野党・自由民主党の間
で、「消費税増税関連法案」を今国会で成立させるか
どうかの駆け引きが行われている。そうした中、自由
民主党が５月29日に公表した「社会保障制度改革基本
法案（仮称）骨子（案）」（以下、自民党案）は、今
後、消費税増税法案の採決で与野党が一致するかにか
かわって焦点の一つとなる可能性もある。
　自民党案は、全体として政府の打ち出す改革案同様
に、社会保障で幸せになれる国の実現への展望や未来
を見出せるものではない。こと医療に関して言えば、
重大な問題を抱えた提案と言わざるを得ない。
　以下、自民党案が示した改革内容を中心に、意見を
述べる。

社会保障制度が「自助」を基本にしたもの
であってはならない

　自民党案は、「基本理念」において、社会保障の基
本に「自らの生活を自ら又は家族相互の助け合いに
よって支える自助」を据える。一方で、政府案も「社
会保障・税一体改革成案」等で、「自助・共助・公助」
を基本とする考えを示しており、双方の考えに大きな
違いはない。
　私たちは、「自分の力で何とかせよ」「無理な場合は
家族に頼れ」「それでもだめな時だけは国が面倒をみ
てやる」という考え方自体が、社会保障本来のあり方
から逸脱したものと考える。
　医療・社会福祉・年金等の社会保障制度は、この国
に暮らすすべての人たちが、疾病や貧困の恐怖から解
き放たれ、その人らしい「生き方」や「生活」の保障
をめざすことのできる国の基礎を成すものであり、国
家による公的保障が当然の前提である。

社会保険制度は「共助」のみで成り立つも
のではない

　「社会保険制度」をわが国の社会保障制度の基本と
する見方についても、自民党案と政府案に違いはな
い。また、相互扶助や国民連帯を基本とした「共助」
の仕組みと位置付けていることも共通した点である。

　しかし、社会保険制度は「助け合い」だけで成立す
べきものではなく、「共助」と位置付けること自体が
誤りである。
　わが国の社会保険制度の一つである医療保険制度
は、「国民皆保険制度」と呼ばれる。
　それは、いつでも・どこでも・誰でもが保険証１枚
で必要な医療を必要なだけ保障する仕組みであり、国
民の財産である。
　その特徴は三つある。一つは、全国民に加入を義務
付けていること。二つめに、全国一律の診療報酬制度
で全国統一の給付が保障されていること。三つめに、
患者さん個々の必要に応じて、必要な医療を100％保
険給付していることである。
　もしも、社会保険制度が民間保険と同様に「共助」
＝助け合い制度のみで成り立つ制度と考えるならば、
それら３原則を成り立たせてきた根拠は説明できな
い。社会保険が共助に過ぎないならば、保険料負担能
力のない者への保険証非交付、居住する地域の財政力
に応じた給付の差異、負担能力に応じて受けられる医
療の範囲の差異が当然視されるだろう。しかし、わが
国の国民皆保険制度はそのようなものではない。
　そこで重要なのが社会保険制度に対する「公費負
担」の意義である。
　自民党案は国や自治体の公費負担をあたかも「社会
保険料に係る国民の負担の適正化等のため」に存在す
るかのように描き出している。しかし、前述のとおり
医療は国家が公的に保障するべきであり、社会保険制
度はその具体策として採用されているのである。した
がって、医療保険への公費負担は保険料負担抑制対策
の費用などではなく、国の医療保障義務の体現であ
る。
　同時に、企業の社会的責任に関しても付言しておき
たい。従来、市町村国民健康保険を除く医療保険制度
においては企業負担（雇用主負担）が制度化されてい
る。これは、被用者の健康な生活を支える最低限の義
務として大切なものである。社会保険を単なる共助と
捉えてしまえば、企業負担の根拠すら曖昧になりかね
ない。さらに言えば、企業は社会の支えと恩恵の下で
その事業を行い得ている。社会保障改革を語るのであ
れば、現行の社会保険制度における企業負担を超え、

社会保障全般に対する企業の社会保障費用負担義務に
ついても言及すべきである。

社会保障ニーズを「負担可能な範囲」に閉
じ込めてはならない

　同時に自民党案は、医療保険における「療養の範囲
の適正化」や介護保険の対象になる「保健医療サービ
ス及び福祉サービスの範囲の適正化」を打ち出してい
るが、これも同根の問題である。元々、国家には社会
保障ニーズを保障する義務がある。すなわち、財源が
ないことを理由に、いくら保険財政の持続可能性や保
険料負担の軽減を根拠にしても、そのニーズを負担可
能な枠組みにおしこめることを正当化することはでき
ない。
　自公政権時から今日に至るまで、「制度の持続可能
性」や「給付と負担の公平性」を合言葉に、先に述べ
た３原則は脅かされ、むしろ「負担なくして給付な
し」の「保険主義強化」への逆行が進められてきた。
政府案は、「医療・介護サービス提供体制改革」とし
て、地域の医療や介護の提供システム自体の効率化・
合理化による給付抑制を目指しているが、これも、自
公政権時から追求されてきた手法に過ぎない。

社会保障で幸せになれる国の姿をめざして

　医療保障制度に関して、改革すべきなのは国民の
ニーズに応えようとすれば、国民自身の負担が重くな
るシステムそのものである。すなわち、負担の有無や
軽重に関係なく、誰しもが必要なニーズを満たす給付
が受けられ、国民は自ら可能な範囲で負担すれば良い
仕組みの実現こそが求められる。
　これは、政府案・自民党案が共通して持ち合わせて
いない視点であり、国民がその２案しか選択肢を与え
られないとすれば、不幸と言わざるを得ない。
　私たちは、2007年に社会保障基本法案を打ち出して
以来、社会保障制度で幸せになれる国の姿をめざす提
言を重ねてきた。今回、自民党案では「社会保障制度
改革国民会議」の設置が提案され、与野党の枠組みを
超えた制度改革論議を呼びかけている。そうした状況
であるからこそ、敢えて以上のような、「社会保障制
度の在り方」について、私たちが考える「原理」にか
かわっての談話を出させていただいた。
　今後、すべての政党が新自由主義改革路線と訣別
し、「新しい福祉国家」を目指すことなしに、今日の
国民の困難を取り除く社会保障制度を実現することは
できない。
　その立場に立ち、京都府保険医協会は、今後も、国
の構想する一つ一つの改革内容を細やかに吟味し、必
要な改善を提言し続けていく所存である。

2012年６月８日　京都府保険医協会　副理事長　垣田 さち子

政府案・自民党案しか選択肢が
ないのは国民的不幸

談 

話

第65回 定期総会
（第183回定時代議員会合併）

7月29日㊐ 午後１時～
ホテルグランヴィア京都（ ）JR京都駅

中央口

Ⅰ 総　会（午後１時～）
 ①2011年度活動報告並びに決算報告
 ②2012年度活動方針（案）並びに予算（案）承認

Ⅱ 講　演（午後 3 時15分～）

Ⅲ 懇親会（午後 5 時～）
 音楽演奏（カントリー）・ワインテイスティング・福引き
 （会員：1,000円、家族・従事者：3,000円）

私は岡山県の山間で育ち、さまざまな動物たちと接して大
きくなりました。今は、大学で、野生生物の研究を基盤に
した環境問題の改善に取り組んでいますが、子どものころ
の体験は、仕事に大変役立っています。講演会では、堅い
話は抜きにして、私自身が一番楽しく感じられる内容の話
をさせていただきたいと思っています。それは「私が出
会った動物たちとその研究」です。あげれば切りがないの
ですが、今回は、何種類かの哺乳類（アカネズミ、シマリ
ス、モモンガ、フェレット、タヌキ）に絞って、それらの
動物たちとどのようにして出会ったのか、どのようにして
研究を手伝ってもらったのか、そこからどんなことがわ
かったのか、といったことをお話しします。

後日送付します案内ハガキの「返信用ハガキ」にてお申し込み下さい。

講 演 内 容

『先生、モモンガの風呂に入っ
てください！』 『先生、シマ
リスがヘビの頭をかじって
います！』など人間動物行
動学の視点でユーモア溢れ
るシリーズを著した小林教
授を招いて、その研究につ
いてききます。

講演 「私が出会った動物たちとその研究」
小林 朋道 氏（鳥取環境大学環境学部環境学科教授）

※ 当日、会場前ロビーで有限会社アミス提供の「展示即売会」を
開催します。
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消
化
器
が
ん
め
ぐ
る
最
新
治
療
と
検
査
を
解
説

開
業
考
え
る
医
師
に
実
践
的
ア
ド
バ
イ
ス

�

新
規
開
業
予
定
者
の
た
め
の
講
習
会
開
く

消
化
器
診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト

　
消
化
器
診
療
内
容
向
上
会
を
京
都
消
化
器
医
会
、
エ
ー
ザ

イ
株
式
会
社
、
保
険
医
協
会
の
共
催
で
4
月
7
日
開
催
、
50

人
が
参
加
し
た
。
冒
頭
、
京
都
消
化
器
医
会
の
中
島
悦
郎
会

長
と
保
険
医
協
会
の
関
浩
理
事
長
が
挨
拶
。
3
例
の
症
例
検

討
を
行
い
、
そ
の
後
診
療
内
容
向
上
会
と
し
て
京
都
大
学
大

学
院
医
学
研
究
科
臨
床
腫
瘍
薬
理
学
講
座
の
松
本
繁
巳
特
定

准
教
授
がO

neP
oint L

ecture

「
消
化
器
が
ん
化
学

療
法
の
進
歩
―
個
別
化
治
療
と
遺
伝
子
検
査
」
に
つ
い
て
講

演
を
行
っ
た
。

　
症
例
検
討
で
は
胃
病
変
3
例

が
提
供
さ
れ
た
。
1
例
目
は
Ｘ

線
、
内
視
鏡
で
胃
が
ん
と
診
断

で
き
る
が
生
検
で
陰
性
で
あ
っ

た
た
め
に
手
術
が
4
カ
月
遅

れ
、
リ
ン
パ
節
転
移
を
伴
う
進

行
が
ん
で
あ
っ
た
症
例
で
生
検

部
位
の
検
討
、
ま
た
が
ん
の
進

診
断
が
困
難
以
上
に
が
ん
の
発

生
母
地
が
問
題
と
な
る
病
変
で

あ
っ
た
。

　
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ク
チ
ャ
ー

と
し
て
京
都
大
学
臨
床
薬
理
学

講
座
・
松
本
繁
巳
特
定
准
教
授

に
よ
る
消
化
器
が
ん
化
学
療
法

の
進
歩
―
個
別
化
療
法
と
遺
伝

子
検
査
の
講
演
が
あ
っ
た
。

行
の
早
さ
も
問
題
と
な
っ
た
。

2
例
目
は
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
除

菌
後
3
年
で
潰
瘍
が
発
生
、
一

見
す
る
と
良
性
で
あ
る
が
辺
縁

の
僅
か
な
悪
性
所
見
か
ら
早
期

胃
が
ん
と
診
断
で
き
る
が
そ
の

他
に
離
れ
た
部
位
に
不
整
び
ら

ん
が
あ
り
、
病
変
の
広
が
り
診

断
困
難
で
あ
っ
た
。
3
例
目
は

集
検
で
異
常
を
指
摘
さ
れ
た
噴

門
近
く
の
隆
起
病
変
で
、
嚢
胞

状
の
粘
膜
下
腫
瘍
で
、
上
皮
は

過
形
成
性
ポ
リ
ー
プ
様
を
示

し
、
内
視
鏡
下
切
除
後
の
組
織

標
本
か
ら
胃
が
ん
が
診
断
さ
れ

た
。
極
め
て
珍
し
い
病
変
で
、

社 保 研

レポート
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医療訴訟における
診療ガイドライン・添付文書の意義

　
医
療
行
為
が
思
わ
し
く
な
い

結
果
に
終
わ
っ
た
と
き
、
後
に

な
っ
て
裁
判
所
か
ら
訴
状
が
届

い
た
り
す
る
と
、
医
療
者
と
し

て
は
い
た
た
ま
れ
な
い
。
そ
の

一
方
で
、
患
者
や
家
族
も
や
り

切
れ
な
い
思
い
に
駆
ら
れ
て
訴

訟
と
い
う
手
段
に
訴
え
る
の
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
両
当
事
者

の
思
い
と
主
張
を
受
け
て
、
裁

判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す

る
の
か
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
今
回
の
社
会
保
険
研
究
会
で

は
、
外
科
医
師
で
あ
り
弁
護
士

で
も
あ
る
富
永
愛
氏
が
、
診
療

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
医
薬
品
添
付

文
書
が
医
療
訴
訟
で
ど
の
よ
う

に
判
断
さ
れ
る
の
か
を
示
し
、

日
常
診
療
で
の
注
意
点
を
概
説

さ
れ
た
。

　
提
示
裁
判
例
の
患
者
は
72
歳

男
性
で
、
2
0
0
0
年
に
手
の

し
び
れ
、
歩
行
困
難
な
ど

で
受
診
し
た
。
厚
労
省
指

定
の
難
治
性
疾
患
で
あ
る

後
縦
靭
帯
骨
化
症
と
の
診

断
に
て
、
第
4
〜
7
頸
椎

の
前
方
除
圧
術
を
行
っ
た

が
、
術
後
に
両
下
肢
麻
痺

お
よ
び
両
上
肢
運
動
障
害

が
生
じ
た
た
め
、
3
日
後

の
再
手
術
に
て
第
3
〜
4
頸
椎

の
前
方
除
圧
術
を
行
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
か
ら
四
肢

麻
痺
と
な
り
、
在
宅
介
護
を
経

て
8
年
後
に
80
歳
で
肺
炎
の
た

め
死
亡
し
、病
院
開
設
者（
市
）

が
訴
え
ら
れ
た
。
前
方
除
圧
術

で
は
頸
椎
を
8
〜
15
㎜
切
除
し

た
が
、
裁
判
で
は
「
除
圧
幅
は

20
㎜
以
上
が
目
安
の
一
つ
」
と

の
基
準
（
2
0
0
5
年
日
本
整

形
外
科
学
会
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

に
沿
わ
な
い
不
適
切
な
手
術
と

認
定
さ
れ
た
。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
手
術
の
5
年
後
に
公
表
さ

れ
た
も
の
だ
が
、
根
拠
と
な
っ

た
6
件
の
論
文
は
1
9
9
7
年

ま
で
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
手
術
時
（
2
0
0
0
年
）

に
は
既
に
20
㎜
と
い
う
の
が
目

安
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
、
と
い
う
の
が
裁
判
所
の
判

断
で
あ
る
。

　
日
常
診
療
の
中
で
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
や
添
付
文
書
に
沿
わ
な

い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
し

か
し
、富
永
氏
は
、「
医
療
水
準
」

に
満
た
な
い
「
医
療
慣
行
」
は

裁
判
所
で
は
過
失
と
認
定
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
と
え

ば
、
腰
椎
麻
酔
の
際
に
5
分
間

隔
で
血
圧
測
定
を
行
う
「
医
療

慣
行
」
は
不
適
切
で
あ
り
、
腰

椎
麻
酔
薬
の
添
付
文
書
に
あ
る

よ
う
に
2
分
間
隔
で
測
定
す
る

「
医
療
水
準
」
を
義
務
と
す
る

の
が
最
高
裁
の
判
例
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
何
ら
か
の
「
特
段
の

合
理
的
事
情
」
か
ら
、
敢
え
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
添
付
文
書
に

沿
わ
な
い
医
療
行
為
を
行
う
際

に
は
、
そ
の
強
い
必
要
性
を
説

明
し
、
患
者
自
身
に
そ
の
医
療

行
為
を
受
け
る
決
定
を
促
す
こ

と
、
ま
た
、「
こ
の
人
は
こ
の

病
気
だ
か
ら
こ
う
す
る
」
と
決

め
打
ち
す
る
の
で
は
な
く
、
個

別
の
患
者
の
事
情
や
特
別
な

ニ
ー
ズ
を
明
確
に
し
、
こ
れ
ら

を
診
療
録
に
記
録
す
る
こ
と
を

富
永
氏
は
推
奨
す
る
。

　
弁
護
士
で
あ
る
医
師
は
近
畿

圏
全
体
を
見
渡
し
て
も
両
手
で

足
り
る
ぐ
ら
い
の
人
数
し
か
い

な
い
。
そ
の
中
で
も
、
法
曹
よ

り
も
医
療
現
場
に
軸
足
を
置
い

て
活
動
し
て
い
る
人
は
ご
く
わ

ず
か
で
あ
り
、
市
中
の
総
合
病

院
の
外
科
医
師
で
あ
る
富
永
氏

は
そ
の
貴
重
な
ひ
と
り
で
あ

る
。
医
療
界
と
法
曹
界
が
正
し

く
理
解
し
合
え
る
た
め
の
懸
け

橋
と
し
て
今
後
ま
す
ま
す
ご
活

躍
さ
れ
る
こ
と
を
、
現
場
の
医

師
の
ひ
と
り
と
し
て
切
に
願
う

も
の
で
あ
る
。

（
宇
治
徳
洲
会
病
院
救
急
総
合

診
療
部
　
滋
賀
医
科
大
学
公
衆

衛
生
学
部
門
　
門
脇
　
崇
）

　
ま
ず
、
京
大
病
院
が
ん
セ
ン

タ
ー
の
新
病
棟（
積
貞
棟
）、外

来
化
学
療
法
部
を
紹
介
し
て
い

た
だ
き
、
そ
の
設
備
の
充
実
、

機
能
の
良
さ
に
目
を
見
張
る
も

の
が
あ
っ
た
。

　
最
新
の
化
学
療
法
の
話
は
ま

ず
「
が
ん
は
ゲ
ノ
ム
の
病
気
で

あ
る
」
と
し
て
遺
伝
子
変
異
、

体
細
胞
変
異
が
も
た
ら
す
が
ん

の
種
類
の
解
説
が
あ
っ
た
。
つ

い
で
が
ん
の
個
別
化
治
療
と
し

て
胃
が
ん
に
お
け
る
Ｈ
Ｅ
Ｒ
2

検
査
陽
性
例
で
は
Ｅ
Ｒ
抗
体
薬

ハ
ー
セ
プ
チ
ン
（
ト
ラ
ス
ツ
ズ

マ
ブ
）
が
有
効
で
あ
り
長
期
生

存
が
期
待
で
き
る
こ
と
、
大
腸

が
ん
に
対
し
て
も
ア
バ
ス
チ
ン

（
ベ
バ
シ
ズ
マ
ブ
）：
血
管
内
皮

増
殖
因
子
（
Ｖ
Ｅ
Ｇ
Ｆ
）
阻
害

講
演
す
る
富
永
愛
氏

消化器向上会のようす

スタッフ雇用の留意点 講習状況

小畑 寛純 氏

　
新
規
開
業
を
考
え
て
い
る
勤

務
医
を
対
象
と
し
て
、
協
会
は

5
月
19
日
に
新
規
開
業
予
定
者

の
た
め
の
講
習
会
を
開
催
し

た
。共
催
は
有
限
会
社
ア
ミ
ス
。

講
習
会
は
、
①
始
め
が
肝
心
！

ス
タ
ッ
フ
雇
用
の
留
意
点
、
②

先
輩
開
業
医
か
ら
の
ア
ド
バ
イ

ス
―
の
2
題
。
講
習
終
了
後
に

山
田
理
事
か
ら
、
地
区
医
師
会

入
会
の
留
意
点
、
協
会
共
済
制

度
の
紹
介
や
活
用
方
法
を
説
明

し
た
。
講
習
会
の
概
要
は
以
下

の
通
り
。

始
め
が
肝
心
！
　
ス
タ
ッ
フ
雇
用
の
留
意
点

基
幹
病
院
外
来
に
匹
敵
す
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
目
指
し
て

　
第
1
講
で
は
、
㈱
ひ
ろ
せ
総

研
特
定
社
会
保
険
労
務
士
の
河

原
義
徳
氏
か
ら
、
開
業
す
る
上

で
の
重
要
事
項
で
あ
る
①
開
業

時
の
採
用
活
動
、
②
特
に
知
っ

て
お
く
べ
き
労
務
管
理
の
基
礎

知
識
―
の
2
点
を
中
心
に
解
説

し
た
。

　
ス
タ
ッ
フ
の
採
用
に
あ
た
っ

て
大
切
な
こ
と
は
、経
営
方
針・

理
念
を
明
確
に
し
た
上
で
、
そ

の
方
針
に
沿
っ
た
人
選
を
行
う

こ
と
。
面
接
時
は
雇
用
前
で
あ

り
、
身
だ
し
な
み
な
ど
、
法
律

上
規
制
し
づ
ら
い
事
項
を
伝
え

て
お
く
こ
と
も
必
要
。
雇
用
者

に
は
労
働
条
件
通
知
書
を
作
成

し
、
労
働
条
件
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
、
労
使
双
方
の
共
通
認

識
と
す
る
。
労
使
ト
ラ
ブ
ル
の

原
因
と
な
る
見
解
の
相
違
は
、

共
通
認
識
が
あ
れ
ば
回
避
で
き

る
。
そ
の
た
め
に
は
、『
医
院

　
第
2
講
は
、
医
療
法
人
社
団

小
畑
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
の

小
畑
寛
純
氏
よ
り
、
自
己
紹
介

の
の
ち
、
な
ぜ
開
業
す
る
気
に

な
っ
た
の
か
、
開
業
す
る
に
あ

た
っ
て
考
え
た
こ
と
、
開
業
し

て
わ
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た
。

　
開
業
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
基
幹
病
院
の
勤
務
に

体
力
的
限
界
を
感
じ
て
い
た
こ

と
、
管
理
職
業
務
に
嫌
気
が
さ

し
て
き
た
こ
と
、
家
庭
の
事
情

な
ど
が
要
因
に
な
っ
た
。

経
営
と
雇
用
管
理
』（
全
国
保

険
医
団
体
連
合
会
発
行
）
の
労

働
条
件
通
知
書
の
雛
型
が
参
考

に
な
る
と
紹
介
し
た
。

　
続
い
て
、
労
務
管
理
の
基
礎

知
識
と
し
て
、
試
用
期
間
の
考

え
方
に
つ
い
て
解
説
。
試
用
期

間
中
で
も
自
由
な
解
雇
は
で
き

な
い
。
本
採
用
に
不
安
が
残
る

場
合
、
試
用
期
間
を
延
長
し
、

雇
用
者
の
問
題
点
を
指
摘
し
た

上
で
、
改
善
を
求
め
、
機
会
を

与
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
し
た
。

　
ま
た
、
雇
用
と
は
、
憲
法
25

条
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を

営
む
権
利
を
有
す
る
」
に
立
脚

し
た
行
為
で
あ
り
、
生
活
の
糧

（
給
与
）
を
奪
う
解
雇
は
簡
単

に
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
念
頭
に

入
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
強

調
。

　
有
給
休
暇
は
法
律
上
、常
勤・

非
常
勤
の
別
な
く
付
与
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
給
与

と
調
整
の
上
で
付
与
す
る
方
が

無
難
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
労
使
関
係
は
法

律
を
遵
守
す
る
こ
と
で
、
安
心

し
て
ス
タ
ッ
フ
が
働
け
る
。
さ

ら
に
安
心
・
安
全
な
医
療
を
患

者
さ
ん
に
提
供
で
き
る
環
境
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
と
締
め
く

く
っ
た
。

　
開
業
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

基
幹
病
院
外
来
に
匹
敵
す
る
診

療
内
容
を
担
保
し
た
い
、
得
意

分
野
で
あ
る
炎
症
性
腸
疾
患
の

診
療
を
し
た
い
、
勤
務
医
時
代

の
地
盤
や
人
脈
を
生
か
し
た
い

と
考
え
た
こ
と
を
述
べ
た
。
ま

た
、
開
業
す
る
な
ら
J
R
か
阪

急
の
駅
近
く
で
と
思
っ
た
が
、

都
合
の
良
い
場
所
が
見
つ
か
ら

ず
、
開
業
計
画
は
一
旦
白
紙
に

な
っ
た
。
そ
の
2
カ
月
後
に
コ

ン
サ
ル
会
社
か
ら
物
件
の
案
内

が
あ
り
、
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
た

の
で
、
物
件
案
内
か
ら
2
カ
月

後
に
は
契
約
が
完
了
し
、
7
月

か
ら
動
き
始
め
、
12
月
1
日
に

開
院
す
る
に
至
っ
た
。

　
開
業
し
て
わ
か
っ
た
こ
と

は
、
個
人
事
業
主
は
雇
用
保
険

に
入
れ
な
い
し
簡
単
に
は
休
診

で
き
な
い
、
勤
務
医
の
時
よ
り

雑
務
が
多
い
、
優
秀
な
職
員
の

確
保
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
ア
ド
バ
イ
ス
と
し

て
、
開
業
を
決
め
る
前
に
は
ク

リ
ニ
ッ
ク
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

を
構
築
し
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
す
る
こ
と
と
場
所
選
定
が
何

よ
り
重
要
。
都
心
で
の
落
下
傘

開
業
は
簡
単
で
は
な
い
、
診
療

報
酬
の
仕
組
み
に
精
通
す
る
こ

と
、
医
業
に
詳
し
い
税
理
士
を

探
す
こ
と
、
職
員
は
原
則
、
前

職
場
の
同
僚
で
な
い
ほ
う
が
良

い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
必
ず
持

つ
こ
と
、
そ
し
て
、
自
分
の
健

康
に
は
十
分
配
慮
す
る
こ
と
と

締
め
く
く
っ
た
。

剤
や
、
ア
ー
ビ
タ
ッ
ク
ス
（
セ

ツ
キ
シ
マ
ブ
）
お
よ
び
ベ
ク

テ
ィ
ビ
ッ
ク
ス（
パ
ニ
ツ
ム
マ

ブ
）：
上
皮
成
長
因
子
受
容
体

（
Ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
）
阻
害
剤
、
な
ど

の
分
子
標
的
抗
が
ん
剤
の
有
効

性
に
つ
い
て
最
新
の
お
話
で

あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
分
子

標
的
治
療
の
た
め
に
は
初
回
内

視
鏡
検
査
を
行
っ
た
紹
介
元
医

院
の
生
検
組
織
標
本
を
提
出
す

る
必
要
性
を
述
べ
ら
れ
た
。

　
最
後
に
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
と
し

て
、
治
癒
で
き
な
か
っ
た
が
ん

患
者
の
最
後
の
過
ご
し
方
と
し

て
の
拠
点
病
院
と
か
か
り
つ
け

医
、
中
小
病
院
、
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
、
ヘ
ル
パ
ー
等
の

連
携
が
必
要
で
あ
る
と
話
さ
れ

た
。 

（
山
科
・
福
本 

圭
志
）
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過
去
の
連
載
で
お
話
し
し
た

「
前
医
批
判
」は
、そ
の
ほ
と
ん

ど
が
他
の
医
療
機
関
に
対
す
る

も
の
で
す
が
、
今
回
は
医
療
機

関
内
部
で
の
お
話
を
し
ま
す
。

　
既
に
噂
な
ど
で
お
耳
に
さ
れ

て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
さ
れ
る
医

事
紛
争
・
医
療
事
故
の
幾
つ
か

は
、
当
該
医
療
機
関
の
従
業
員

や
関
係
者
な
ど
か
ら
リ
ー
ク
さ

れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ

が
ど
の
程
度
の
数
に
上
る
か

は
、
調
査
の
仕
様
も
な
い
の
で

す
が
、
あ
な
が
ち
出
鱈
目
な
噂

と
も
思
え
ま
せ
ん
。
実
際
に
京

都
府
内
で
も
内
部
の
人
間
で
し

る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
一
概

に
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
京

都
府
保
険
医
協
会
と
し
て
は
、

先
に
お
話
し
し
た
「
前
医
批

判
」
と
同
様
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、「
内
部
告
発
」 　

実
を
言
い
ま
す
と
、
先
程
述

べ
た
京
都
で
実
際
に
あ
っ
た

「
内
部
告
発
」
は
、
調
査
し
た

結
果
、
事
実
誤
認
あ
る
い
は
虚

偽
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
当
該
医
療
機
関
で
は
、
明

か
知
り
得
な
い
情
報
を
、
匿
名

の
人
物
が
患
者
さ
ん
側
に
フ
ァ

ク
ス
し
た
事
例
が
あ
り
ま
し

た
。　

　
「
内
部
告
発
」
は
社
会
正
義

な
の
か
、
そ
れ
と
も
背
信
行
為

な
の
か
、
と
い
っ
た
議
論
も
あ

そ
の
も
の
の
是
非
を
問
う
よ
り

も
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
個

別
に
判
断
す
る
こ
と
の
方
が
は

る
か
に
重
要
で
、
そ
の
よ
う
な

姿
勢
が
あ
れ
ば
、
自
ず
と
答
え

は
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ら
か
に
悪
意
が
あ
る
も
の
と
判

断
し
た
そ
う
で
す
。
も
し
、
こ

の
匿
名
の
内
部
告
発
者
が
本
来

の
目
的
と
異
な
る
悪
意
、
当
該

医
療
機
関
を
不
当
に
お
と
し
め

て
や
ろ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
出

鱈
目
な
「
告
げ
口
」
を
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
到
底
、
社

会
正
義
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。

　
当
然
な
が
ら
、
そ
の
逆
に
医

療
機
関
側
に
何
か
重
大
な
隠
し

事
が
あ
り
、
そ
れ
を
暴
露
さ
れ

た
場
合
、
今
度
は
医
療
機
関
側

の
方
が
、
何
も
反
論
で
き
な
い

こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
医

療
機
関
の
基
本
姿
勢
と
し
て

は
、
無
責
任
な
内
部
告
発
を
さ

れ
な
い
体
制
づ
く
り
を
心
掛
け

る
こ
と
が
最
も
重
要
な
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
広
い
意
味
で

言
え
ば
、
個
人
情
報
の
保
護
に

も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
次
回
は
、
不
当
な
内
部
告
発

の
予
防
策
に
つ
い
て
お
話
し
し

ま
す
。

　
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
に

つ
い
て

　
Ｑ
、
一
軒
家
に
夫
婦
2
人
が

病
気
の
た
め
に
在
宅
で
療
養
を

さ
れ
、
月
2
回
定
期
的
に
訪
問

診
療
に
行
っ
て
い
ま
す
。
同
一

患
家
で
あ
る
た
め
に
、
１
人
は

在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
を
算
定

し
、
も
う
１
人
は
再
診
料
を
算

定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、

訪
問
診
療
料
を
算
定
し
て
い
る

患
者
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
在
宅
時

医
学
総
合
管
理
料
が
算
定
で
き

る
と
思
い
ま
す
が
、
も
う
１
人

の
方
は
算
定
で
き
る
で
し
ょ
う

か
？

　
Ａ
、
算
定
で
き
ま
す
。
在
宅

時
医
学
総
合
管
理
料
は
患
者
の

同
意
を
得
て
、
計
画
的
な
医
学

管
理
の
下
に
月
2
回
以
上
の
定

期
的
な
訪
問
診
療
を
行
っ
て
い

る
場
合
に
算
定
で
き
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ご
質
問
の
患

者
さ
ん
の
場
合
、
同
一
患
家
の

た
め
に
再
診
料
の
算
定
に
は

な
っ
て
い
ま
す
が
、
2
回
訪
問

診
療
に
行
か
れ
て
い
ま
す
の

で
、
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
の
で

算
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
レ
セ
プ
ト
に
は
、「
同
一

患
家
」
な
ど
の
註
記
を
し
て
下

さ
い
。
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一
年
近
く
も
経
て
、
よ
う
や

く
政
府
は
放
射
性
物
質
汚
染
地

域
を
、
①
帰
還
困
難
区
域
、
②

居
住
制
限
区
域
、
③
避
難
指
示

解
除
準
備
区
域
の
三
つ
に
分

け
、
住
民
の
帰
郷
事
業
を
始
め

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

そ
の
区
域
分
け
の
基
準
は
、
①

50
m
Sv
／
年
以
上
、
②
20
〜
50

m
Sv
／
年
、
③
20
m
Sv
／
年
以

下
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。

　
日
本
の
法
律
で
は
一
般
人
の

放
射
線
被
曝
許
容
限
度
は
、
1

m
Sv
／
年
以
下
と
定
め
ら
れ

て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
…
。

　
こ
れ
は
最
も
汚
染
度
の
低
い

③
の
地
域
で
も
、
放
射
線
管
理

区
域
で
の
被
曝
限
度
（
1
・
3

m
Sv
／
3
カ
月
＝
5
・
2
m
Sv

／
年
）
す
ら
超
え
る
線
量
と
な

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
す
。

　
本
来
こ
の
区
域
に
は
必
要
の

な
い
一
般
人
は
入
る
こ
と
は
許

さ
れ
ず
、
入
っ
た
方
は
外
部
被

曝
線
量
の
測
定
を
義
務
付
け
ら

れ
て
お
り
、
飲
食
な
ど
も
で
き

ま
せ
ん
。
で
も
数
十
万
人
以
上

が
こ
の
よ
う
な
汚
染
域
で
、
日

常
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の

が
現
実
な
の
で
す
。

　
す
で
に
高
度
汚
染
地
域
は
、

た
と
え
街
並
み
や
自
然
環
境
の

大規模低線量被曝
影響調査の実施中 !

を
生
体
に
与
え
る
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
）

　
長
期
持
続
極
小
線
量
（
特
に

内
部
）
被
曝
の
デ
ー
タ
な
ど
殆

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
数
年
先
の
事

は
誰
に
も
解
ら
な
い
の
で
す
。

解
ら
な
い
の
な
ら
ば
最
悪
を
考

え
て
対
処
す
べ
き
で
あ
り
、
こ

れ
は
災
害
対
策
の
常
識
で
す
！

後
悔
は
決
し
て
先
に
立
た
な
い

の
で
す
!!

　
現
政
府
は
今
後
も
帰
郷
事
業

を
進
め
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
も
う
一
度
言
い
ま
す
。
こ
れ

は
法
治
国
家
で
あ
る
は
ず
の
日

本
が
自
ら
法
を
犯
し
、
政
府
・

官
僚
・
東
電
主
導
で
低
線
量
被

曝
の
人
体
実
験
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
に
等
し
い
の
で
す
。

　
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
人
体

実
験
を
連
合
国
が
裁
い
た
、
10

項
目
か
ら
な
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
コ
ー
ド
と
い
う
基
準
が
あ
り

ま
す
。
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、

今
回
の
日
本
政
府
の
帰
郷
事
業

は
、
こ
の
多
く
の
項
目
に
反
す

る
の
は
確
実
で
し
ょ
う
。

　
命
を
助
け
る
の
が
仕
事
の
医

師
た
る
我
々
は
、
決
し
て
こ
の

よ
う
な
愚
行
を
許
し
て
は
な
り

ま
せ
ん
!!

　（
環
境
対
策
委
員
長
・

 

武
田 

信
英
）

破
壊
を
伴
う
程
の
〝
除
染
〞
を

行
お
う
と
も
、政
府
の〝
目
標
〞

で
あ
る
被
曝
線
量
１m
Sv
／
年

の
実
現
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。

　
政
府
は
科
学
的
に
は
不
可
能

で
実
効
が
期
待
で
き
な
い
、

〝
除
染
〞
を
喧
伝
し
、
安
全
宣

言
を
急
ぎ
〝
法
に
反
す
る
放
射

線
汚
染
地
域
へ
の
帰
郷
事
業
〞

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
も
っ
と
も
1
0
0m
Sv
以
下

の
低
線
量
被
曝
に
よ
る
生
体
へ

の
影
響
に
は
、
相
反
す
る
諸
説

が
あ
り
（
し
き
い
値
あ
り
・
Ｌ

Ｎ
Ｔ
仮
説
・
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー

効
果
・
適
応
応
答
＝
ホ
ル
ミ
シ

ス
効
果
）、
こ
の
程
度
の
被
曝

線
量
で
は
有
意
な
影
響
は
出
な

い
と
す
る
意
見
も
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
今
回
の
事
故
に
お
け

る
低
線
量
被
曝
者
の
数
は
、
き

わ
め
て
多
い
と
思
わ
れ
今
後
が

憂
慮
さ
れ
ま
す
。（
一
時
は
首

都
圏
以
遠
ま
で
死
の
灰
が
飛
来

し
て
い
る
の
で
す
！　
僅
か
の

ホ
ッ
ト
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
の
体
内

へ
の
取
り
込
み
が
深
刻
な
影
響

内
部
告
発
―
社
会
正
義
？

そ
れ
と
も
背
信
行
為
？

　加入者のみなさまに2012年度（2012年４月１日～2013年４月１日）の
加入者カードを５月中旬にお届けしています。記載内容に誤り等がある場合
は、京都府保険医協会までご連絡をお願いします。

　医師にとって賠償責任への備えは必須です。保険医協会の保険は医師のみ
なさまからのニーズにお応えして、多様な補償をご用意しています。
　万が一、医療事故が生じた時、患者さんとトラブルになった時などは、保
険医協会の豊富な経験に基づき、適切なアドバイスをさせていただきます。

ご加入のおすすめ

加入者カードをお届けしました

☆賠償額の高騰化に対応し 最大 2 億円（医療上 1 事故）の補償を設定
☆建物や機器など管理上のミスによる事故にも対応
☆弁護士費用等は保険金額とは別にお支払い
☆刑事事件に関する弁護士・訴訟費用も補償
　〈個人契約・勤務医師包括（オプション）に自動付帯〉

☆保険料は20％割引（団体割引適用）
☆保険料は年 1 回払い。2 年目以降の手続きが不要（自動継続）
☆いつでも加入、型変更が可能
☆オプションが充実
　○勤務医や看護職等の個人責任を補償
　○患者さんからの預かり品への補償
　○医療廃棄物の排出者責任の補償　など

おすすめ ポイント

詳細は京都府保険医協会までお問い合わせ下さい。

　保険医協会の　医師賠償責任保険

日　時　７月12日（木）午後２時～
場　所　京都府保険医協会・会議室
テーマ　第１部：「上手なリタイアの方法」
　　　　　　　　～後継者にスムーズなバトンタッチをするための準備～
　　　　　　　　講　師　株式会社 日本経営エスディサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 課長代理　塚本 康史 氏
　　　　第２部：「税制改正の流れと相続対策」
　　　　　　　　～対策なき税金を将来の機会損失と捉えるために、
 今からすべきこととは～　
　　　　　　　　講　師　税理士法人 日本経営　税理士　矢野 弘樹 氏

　会員や看護師等の医療従事者が医療関係の業務に従
事中（実習中を含む）に生じた偶然な血液暴露事故に
より、ＨＩＶ・ＨＣＶに感染、ＨＢＶに感染・発症・
治療を受けられた場合に、保険金をお支払いします。

経 営 対 策 セ ミ ナ ー

『針刺し事故等補償プラン』

５月21日発送のメディパックにて、案内パンフレットをお届けしました。
ぜひこの機会に、加入をご検討下さい。

（団体傷害総合保険・損保ジャパン取扱い）

参加無料
事前申込

8 月1日
開始

2 0 1 2 年 (平成 2 4 年) 6 月 2 0 日 第 2 8 2 4 号京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 昭和 26 年 3 月 5 日第三種郵便物認可( 5 )



7
月
の

　 

無
料
相
談
日

　
専
門
家
が
無
料
で
ご
相
談
に

応
じ
ま
す（
30
分
間
）。
協
会
事

務
局
へ
お
申
込
み
下
さ
い
。

◆
税
理
士

　
7
月
25
日（
水
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
牧
野
税
理
士

◆
建
築
士

　
7
月
11
日（
水
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
竹
内
建
築
士

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　
江
左
晧
一
氏
（
享
年
84
、
山

科
）
6
月
7
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

　
日
　
時　
9
月
1
日
（
土
）

午
後
3
時
30
分
〜
6
時

　
場
　
所　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
Ｆ「
ロ
ー
ズ
Ａ
」

　
特
別
講
演　
①
「
狭
心
症
Ａ

Ｂ
Ｃ
」
野
原
隆
司
氏
（
公
益
財

団
法
人
田
附
興
風
会
医
学
研
究

所　
北
野
病
院
副
院
長
）

　
②
「
腹
部
超
音
波
検
査
の
実

際
―
肝
の
超
音
波
診
断
を
中
心

に
―
」
朝
井
均
氏
（
大
阪
教
育

大
学
名
誉
教
授　
介
護
老
人
保

費
1
0
0
0
円
、情
報
交
換
会

費
2
0
0
0
円（
当
会
入
会
金

1
0
0
0
円
、年
会
費
不
要
）。

　

 

お
詫
び 　
前
号
の
当
該
案

内
記
事
に
お
い
て
、
特
別
講
演

②
の
講
師
の
お
名
前
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
こ
と
を
、
お
詫
び

し
ま
す
。

京
都
実
地
医
家
の
会

第
99
回
例
会

　
協
会
は
、
野
田
首
相
が
5
月

30
日
の
関
係
閣
僚
会
議
で
「
立

地
自
治
体
の
同
意
を
前
提
に

『
私
の
責
任
で
判
断
す
る
』」
と

述
べ
、
6
月
8
日
夕
に
判
断
を

下
す
と
し
た
報
道
を
受
け
、
野

田
首
相
に
対
し
、
8
日
付
で

「
関
西
電
力
大
飯
原
発
3
、
4

号
機
を
再
稼
働
し
な
い
で
く
だ

さ
い
」
と
し
た
緊
急
要
望
書
を

送
付
し
た
。

　
野
田
首
相
は
関
係
閣
僚
会
議

に
お
い
て
「
再
稼
働
あ
り
き
で

は
な
く
、
安
全
性
あ
り
き
の
原

則
が
大
前
提
だ
」
と
述
べ
て
い

る
。
協
会
は
こ
の
前
提
を
崩
す

こ
と
な
く
、
自
身
の
発
言
に
責

任
を
持
っ
て
大
飯
原
発
3
、
4

号
機
を
再
稼
働
し
な
い
よ
う
強

く
要
請
し
た
。

　
要
望
書
で
は
、
多
く
の
世
論

調
査
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
、
福
島
原
発
事
故

を
経
験
し
た
国
民
も
再
稼
働
を

望
ん
で
い
な
い
こ
と
に
も
触

れ
、
夏
の
電
力
不
足
を
懸
念
し

て
、
関
西
広
域
連
合
が
、「
事

実
上
容
認
」
し
た
こ
と
に
対
し

て
も
、
全
く
容
認
で
き
な
い
と

記
し
た
。

　
国
民
の
健
康
と
生
命
に
責
任

を
持
つ
医
療
団
体
と
し
て
、
二

度
と
福
島
原
発
の
よ
う
な
事
故

を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、
た

だ
ち
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
の
転
換
と
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
推
進
し
、
人
が
制
御
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
原
子
力
に

依
存
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
か

ら
脱
却
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
な
お
、
野
田
首
相
に
要
望
書

を
送
付
し
た
こ
と
を
、
経
済
産

業
大
臣
、
環
境
大
臣
、
厚
労
大

臣
、
電
力
会
社
各
社
に
報
告

し
、
再
稼
働
の
中
止
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
抜
本
的
な
見
直
し

を
改
め
て
求
め
、
何
よ
り
も
国

民
の
安
心
・
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
を
要
望
し
た
。

依
頼
し
て
い
て

も
、
適
切
に
記

帳
で
き
て
い
な

け
れ
ば
経
営
状

況
を
正
確
に
見

る
こ
と
は
で
き

な
い
た
め
、
記

帳
す
る
意
義
に

つ
い
て
解
説

し
、
実
際
の
記

帳
実
務
を
講
習

し
た
。

　
記
帳
す
る
こ

　
協
会
は
4
月
12
日
、
山
口
稔

税
理
士
を
講
師
に
税
務
記
帳
講
習
会
を
開
催
し
た
。　

　
ど
ん
な
に
優
秀
な
税
理
士
に
と
は
、
正
し
い
確
定
申
告
を
行

う
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。
ま
た
、
記
帳
す
る
こ
と

よ
っ
て
日
々
の
経
営
内
容
を
把

握
し
、
所
得
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
で
経
営
判
断
が
可
能
と

な
り
、
事
業
借
入
す
る
際
の
返

済
可
能
額
や
生
活
費
、
い
わ
ゆ

る
可
処
分
所
得
が
導
き
出
せ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
節
税
や

経
営
改
善
に
つ
な
が
る
こ
と
を

解
説
し
た
。

　
ま
た
、
金
銭
出
納
帳
の
記
帳

方
法
や
、
銀
行
帳
の
記
帳
方

法
、
経
費
の
仕
分
け
に
つ
い
て

適
切
な
記
帳
実
務
を
講
習

税
務
記
帳
講
習
会
開
く

の
考
え
方
、
未
収
金
の
計
上
方

法
、
薬
品
材
料
費
の
計
上
方

法
、
家
事
関
連
費
の
按
分
は
合

理
的
な
方
法
を
と
る
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
も
解
説
し
、
自
院
で

記
帳
す
る
こ
と
が
経
営
を
判
断

す
る
上
で
い
か
に
重
要
で
あ
る

か
を
解
説
し
た
。

　

講
　
師　

イ
ン
ゲ
・
シ
ュ

ミ
ッ
ツ

－

フ
ォ
イ
ヤ
ハ
ー
ケ

氏
（
欧
州
放
射
線
リ
ス
ク
委
員

会
に
関
す
る
欧
州
委
員
会
委
員

長
、
ブ
レ
ー
メ
ン
大
学
実
験
物

理
学
教
授
）

　
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
プ
フ
ル
ー

ク
バ
イ
ル
氏
（
物
理
学
者
、
ド

イ
ツ
放
射
線
防
護
協
会
会
長
）

　
日
　
時　
6
月
28
日
（
木
）

午
後
2
時
〜（
開
場
午
後
1
時

30
分
）

大飯原発再稼働反対で
緊急要望書

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

 

－

フ
ク
シ
マ

〜
ド
イ
ツ
の
経
験
か
ら
学
ぶ
〜

　
場
　
所　
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ

ザ
京
都
2
Ｆ
ホ
ー
ル
（
京
都
市

下
京
区
西
洞
院
通
塩
小
路
下

る
）

　
資
料
代　
1
5
0
0
円
（
当

日
参
加
可
）

　
共
　
催　
市
民
と
科
学
者
の

内
部
被
爆
問
題
研
究
会
／
核
戦

争
防
止
国
際
医
師
会
議
京
都
府

支
部

※ 

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ

け
ま
す
。

◆
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

　
7
月
19
日（
木
）午
後
1
時
〜

　
担
当
＝
三
井
生
命
の
Ｆ
Ｃ

◆
法
　
律

　
7
月
19
日（
木
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
江
頭
弁
護
士

◆
雇
用
管
理

　
7
月
19
日（
木
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
河
原
社
労
士

健
施
設
「
春
風
」
施
設
長
）

　
共
　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会（
連
絡
先
：
☎
0
7
5
・
9

5
1
・
1
5
0
8　

鈴
木
医

院
）、
ア
ス
テ
ラ
ス
製
薬
株
式

会
社

　
※
会
員
以
外
の
先
生
方
の
ご

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。
当
日
会

税
務
記
帳
講
習
会
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
等

　
い
ま
京
都
で
は
小
さ
な
ブ
ー

ム
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
和
菓
子

が
食
べ
た
く
て
娘
に
頼
み
ま
し

た
。
昭
和
19
年
10
月
1
日
か
ら

23
年
9
月
30
日
の
4
年
間
、
医

学
部
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
京
都

在
住
中
、
当
時
の
府
一
（
旧
府

立
第
一
高
等
女
学
校
）
の
前
を

通
り
湯
川
博
士
邸
を
左
に
見
て

出
町
今
出
川
ま
で
、
義
兄
が
住

ん
で
い
た
の
で
よ
く
尋
ね
ま
し

た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
奇
跡
的

に
生
還
し
、
ど
こ
か
の
工
場
医

を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
敗
戦
。
彼
は
婦
人
科
を
開

業
し
ま
し
た
。
口
が
悪
く
、
ぼ

ろ
く
そ
に
は
言
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
反
面
、
ぼ
く
を
そ
れ

な
り
に
大
切
に
し
て
く
れ
た
と

思
い
ま
す
。
彼
は
死
亡
、
ぼ
く

の
次
姉
も
平
成
23
年
9
月
6
日

に
亡
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
出

町
と
の
縁
は
切
れ
ま
し
た
。
だ

が
出
町
に
は
お
い
し
い
和
菓
子

の
名
物
商
品
を
作
る
店
が
あ
る

と
娘
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
店
の

前
に
は
行
列
が
で
き
、
買
う
の

に
30
分
か
か
っ
た
由
、
送
っ
て

く
れ
た
和
菓
子
を
家
妻
と
お
茶

を
飲
み
な
が
ら
食
べ
ま
し
た
。

上
品
な
甘
さ
、
お
茶
が
よ
く
似

合
い
ま
し
た
。

　
死
亡
し
た
次
姉
か
ら
よ
く
湯

川
博
士
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。

ど
こ
ま
で
本
当
か
知
り
ま
せ
ん

が
、
面
白
い
話
題
だ
っ
た
の
で

書
い
て
お
き
ま
す
。
湯
川
博
士

は
こ
こ
の
菓
子
店
が
お
好
き

で
、
出
町
で
散
髪
を
さ
れ
た
あ

と
、
よ
く
菓
子
店
を
利
用
さ
れ

た
と
の
こ
と
、
ご
主
人
が
小
学

校
か
中
学
で
か
同
級
だ
っ
た
そ

う
だ
と
の
噂
も
聞
き
ま
し
た
が

真
偽
の
程
は
定
め
難
い
で
す
。

た
だ
博
士
は
そ
こ
の
菓
子
が
お

好
き
で
、
よ
く
食
べ
に
行
か
れ

た
と
の
話
は
伝
え
ら
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。
湯
川
さ
ん
は
甘
党

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
次
に
博
士
が
よ
く
利
用
さ
れ

た
散
髪
屋
の
件
、
戦
後
の
ど
さ

く
さ
の
時
代
、
そ
こ
に
散
髪
屋

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
は
っ
き

り
し
た
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
ぼ
く
が
開
業
医
生
活
に

入
っ
て
か
ら
間
な
し
の
頃
、
峰

山
保
健
所
に
女
医
さ
ん
が
い
ら

し
た
。
彼
女
は
一
度
だ
け
所
用

の
た
め
来
院
さ
れ
ま
し
た
。
た

し
か
ぼ
く
よ
り
一
歳
年
長
で

あ
っ
た
と
は
風
の
便
り
に
知
り

ま
し
た
。
何
の
用
事
だ
っ
た
か

は
忘
れ
ま
し
た
が
、
検
診
の
依

頼
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

化
粧
け
は
な
く
、
地
味
な
お
服

装
だ
っ
た
こ
と
は
覚
え
て
い
ま

す
。
そ
の
女
医
さ
ん
が
出
町
の

散
髪
屋
の
娘
さ
ん
だ
っ
た
の
で

す
。
休
日
で
帰
宅
さ
れ
る
と
、

い
つ
も
お
父
さ
ん
の
仕
事
を
手

伝
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
の
話

を
漏
れ
聞
き
ま
し
た
。
湯
川
博

士
の
行
か
れ
た
出
町
の
散
髪
屋

が
そ
こ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
話

が
面
白
く
な
り
ま
す
が
、
残
念

な
が
ら
証
拠
が
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
万
一
、
近
所
の
人
で
も

知
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
女
医
さ
ん
の
そ
の
後

も
知
り
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
湯
川
博
士
の
こ
と
は
前
に
も

一
度
書
き
ま
し
た
。
ぼ
く
が
松

江
高
校
に
入
っ
て
間
な
し
の
頃
、

博
士
が
講
演
に
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。い
か
に
も
温
厚
な
お

と
な
し
そ
う
な
方
で
し
た
。
ぼ

く
と
同
級
で
宮
津
中
学
か
ら
一

緒
に
行
っ
た
滝
野
が「
あ
ん
な

お
と
な
し
い
人
、軍
隊
に
入
っ
た

ら
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う
」と
後
で

ぼ
く
に
言
い
ま
し
た
。講
演
後
、

数
日
し
て
博
士
は
文
化
勲
章
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。滝
野
は
奈

良
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、平
成

23
年
に
死
亡
し
ま
し
た
。夫
人

の
年
末
の
便
り
で
知
り
ま
し
た
。

和
菓
子
と
散
髪

谷口　謙（北丹） 　  ＜16＞

基金
国保

9日（月） 10日（火）
労災

10日（火）

○ ◎ ◎

7月のレセプト受取・締切

※○は受付窓口設置日、◎は締切日。
　受付時間：�基金 午前９時～午後５時30分、国保 午前８時30分～午後５時15分、

労災 午前９時～午後５時
※�労災については、４月より締切を原則10日としていますが、2012年９月までは、
経過措置期間として従来通り12日まで受け付けます。�

投稿募集投稿募
会員の

特集号号への

銷 夏

　
会
員
か
ら
の
随
筆
等
１
０

０
０
字
程
度
で
の
投
稿
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　
締
切
は
7
月
11
日
。
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